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第１０章 工事完了検査 
 

第６４ 工事完了の検査 

（工事完了の検査） 

法第３６条 

開発許可を受けた者は、当該開発区域（開発区域を工区に分けたときは、工区）の全部につい

て当該開発行為に関する工事（当該開発行為に関する工事のうち公共施設に関する部分について

は、当該公共施設に関する工事）を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その

旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、当該工事が開発許可の内

容に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該工事が当該開発許可の内容に適

合していると認めたときは、国土交通省令で定める様式の検査済証を当該開発許可を受けた者に

交付しなければならない。 

３ 都道府県知事は、前項の規定により検査済証を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定

めるところにより、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。この場合において、当該

工事が津波災害特別警戒区域（津波防災地域づくりに関する法律第７２条第１項の津波災害特別

警戒区域をいう。以下この項において同じ。）内における同法第７３条第１項に規定する特定開

発行為（同条第四項各号に掲げる行為を除く。）に係るものであり、かつ、当該工事の完了後に

おいて当該工事に係る同条第４項第１号に規定する開発区域（津波災害特別警戒区域内のものに

限る。）に地盤面の高さが同法第５３条第２項に規定する基準水位以上である土地の区域がある

ときは、その区域を併せて公告しなければならない。 

＊「開発許可の内容」には、許可に付された条件を含む。 

 

１ 工事完了届 

(1) 工事完了の届出 

（工事完了の届出） 

省令第２９条 

法第３６条第１項の規定による届出は、開発行為に関する工事を完了したときは別記様式第

４の工事完了届出書を、開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事を完了したときは

別記様式第５の公共施設工事完了届出書を提出して行うものとする。 

開発許可を受けた者は、開発許可を受けた工事が完了したときは、省令に定める工事完了届出

書（部数：１部）を市長に提出して検査を受けなければならない。 

ア 開発区域全部の工事を完了したとき 

イ 開発区域を工区に分けて許可を受けたときは、それぞれの工区の全部の工事を完了したとき 

ウ 公共施設の工事を完了したとき 

なお、公共施設に関する工事の部分を全体の工事と切り離して届出ることができることとし

たのは、公共施設に関する工事 

を他の工事に先立って検査することにより、公共施設管理者への引継ぎ、土地の帰属、費用

の負担等の手続の処理を迅速に進めることが合理的だからである。 

ただし、これは必ず公共施設を分離して検査を受けることとする規定ではないため、都市計

画道路の築造等特別な事情の場合を除いては、通常、上記のア又はイの段階で包括的に検査を

行うこととする。 
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(2) 工事完了届出書 

工事完了届出書は、規制に関する規則第１０条に規定する次の図書を添えて市長に提出する。 

ア 当該工事の完成図（造成計画平面図の例により作成したもの） 

イ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称一覧表 

ウ 当該工事により設置された公共施設の用に供する土地の地積図（縮尺５００分の１以上） 

２ 工事完了検査 

工事完了検査は、別に定める工事完了検査実施要領に基づき、それぞれの完了部分が開発許可の

内容（許可に付した条件を含む。）に適合しているかについて検査を行う。 

３ 検査済証の様式 

（検査済証の様式） 

省令第３０条 

法第３６条第２項に規定する検査済証の様式は、開発行為に関する工事を完了したものに係

る検査済証にあっては別記様式第６とし、開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事

を完了したものに係る検査済証にあっては別記様式第７とする。 

前記２の検査の結果、当該工事が当該開発許可の内容に適合していると認めたときは、上記省令

で定める様式の検査済証を当該開発許可を受けた者に交付しなければならない。 

４ 工事完了の公告（省令第３１条） 

上記の検査済証を交付したときは、遅滞なく、当該工事が完了した旨を次の事項を明示して公告

しなければならない。 

(1) 開発行為に関する工事を完了した場合 

ア 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

イ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

(2) 公共施設に関する工事を完了した場合 

ア 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

イ 公共施設の種類、位置及び区域 

ウ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

(3) 公告の方法は、我孫子市公告式条例（昭和３０年条例第３号）に基づき掲示場に掲示して行う。 

(4) 完了公告の効果 

工事完了の効果は次のとおりで、検査並びに検査済証の交付によるものではなく、工事完了公

告をもって始めて発生する。 

ア 公告のあった日以後において、開発区域内の宅地で建築物を建築することができる。（法第３

７条） 

イ 公告の日の翌日において、開発行為により設置された公共施設の管理は公共施設管理者に属

する。（法第３９条） 

ウ 公告のあった日以後は、開発区域内において予定建築物以外の建築物の建築は禁止される。

（法第４２条） 

５ 開発登録簿への登録 

工事完了検査を実施したとき、検査の結果、工事の内容が開発許可内容に適合すると認め検査済

証を交付したとき及び完了公告をしたときは、開発登録簿にその旨登録しなければならない。 

 
 


